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第 3次食育推進基本計画フォローアップ 

中間とりまとめ（案）に対する意見書 

 

  3月 22日開催の第 3回食育推進評価専門委員会について、次の通り意見を申し上げたく、  

よろしくお願い申し上げます。 

 

専門委員  迫 和子 

（公社）日本栄養士会 専務理事 

 

 

（１） 家庭における食育の推進について 

  〇子どもの朝食欠食の背景・要因を掘り下げる必要があるのではないか。 

   例…生活リズムが夜方に変化、スマホ・ゲーム依存やそれに伴う青色光等、睡眠への影響 

 

  〇「朝食を食べる」ために必要な行動を具体に推進する必要があるのではないか。 

   例…朝食が用意されているのに食べない⇒起床から朝食までの時間を確保 

                      少しでも食べる習慣づくり 

     朝食が用意されていない     ⇒朝食を購入しておく 

                      自分で朝食を探す、選ぶ、作る 

                      親への働きかけ 

    （共通）朝食の必要性の理解を深める   等々 

  

（２） 学校・保育所における食育の推進について 

  〇食物アレルギー児にかかわる者に対しての人材育成が必要ではないか。 

「すべての児童生徒が給食時間を安全、かつ楽しんで過ごせる」ために、日本栄養士会では

食物アレルギー栄養士（給食管理分野）、食物アレルギー管理栄養士（栄養指導分野）の  

研修・資格認定制度を構築したところ。 

特に基礎講座は管理栄養士・栄養士以外の職種の受講可能としている。 

 

  〇「食物アレルギー児や他の疾病を有する児が身近に存在し、配慮を必要とする」ことも 

食育の一環として教育する必要があるのではないか。 

 

（３） 地域における食育の推進について 

  〇地域全体での減塩施策を推進するための取り組みの強化が必要ではないか。 

① 加工食品や外食、中食などの事業者に対して減塩への取り組みを促す。 

② 栄養成分表示の活用により消費者の減塩に取り組みを促す。 
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